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2 月 10 日、高野山小学校で雪上運動会が開催されました。この日は、開始

直後から雪が降り続き寒い日となりましたが、子どもたちは終始笑顔で、寒さ

を忘れるくらい元気いっぱいでした。

リレーや綱引きでは、雪に足を取られて転んでしまったりするなど雪上なら

ではのハプニングも見られ、児童や観戦者も大いに盛り上がりました。

雪上運動会が開催されました！！
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弘
法
大
師
空
海
は
朝
廷
に
高

野
山
に
道
場
を
開
く
こ
と
を
願

い
出
て
、弘
仁
七
年
（
八
一
六
）、

嵯
峨
天
皇
よ
り
そ
の
許
可
が
お

り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
高
野
山

に
お
け
る
真
言
密
教
の
道
場
の

建
設
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の

年
か
ら
数
え
て
千
二
百
年
目
が

本
年
、
平
成
二
十
七
年
に
あ
た

り
ま
す
。

大
師
が
高
野
山
開
創
に
込
め

た
願
い
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
国
、
社
会
の
安
寧
と
そ
こ

に
住
ま
う
人
々
の
幸
福
の
た
め

に
祈
り
を
さ
さ
げ
る
場
所
と
し

て
寺
院
を
建
立
す
る
こ
と
。
も

う
一
つ
は
国
、
社
会
の
安
寧
と

そ
こ
に
住
ま
う
人
々
の
幸
福
の

た
め
に
活
躍
で
き
る
人
材
を
育

成
す
る
道
場
を
建
設
す
る
こ
と

で
し
た
。

「
空
海
少
年
の
日
、

好
ん
で
山
水
を
渉
覧
せ
し
に

吉
野
よ
り
南
に
行
く
こ
と

一
日
に
し
て
、

西
に
向
か
っ
て
去
る
こ
と

両
日
程
、
平
原
の
幽
地
有
り
。

名
付
け
て
高た

か

野の

と
曰
う
…
。」

弘
法
大
師
空
海
が
朝
廷
に
宛

て
た
、
道
場
建
設
の
た
め
に
高

野
山
の
地
を
譲
り
受
け
た
い
と

申
し
出
る
手
紙
の
中
で
こ
う
書

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
師
が

若
き
日
に
遥
か
吉
野
か
ら
高
野

山
ま
で
の
道
の
り
を
歩
い
て
い

た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

弘
法
大
師
は
十
八
歳
で
都
の

大
学
に
入
学
し
ま
す
が
、
わ
ず

か
二
年
足
ら
ず
で
中
退
し
ま
す
。

当
時
の
大
学
の
授
業
は
儒
教
中

心
で
、
国
を
運
営
す
る
官
僚
を

育
成
す
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
、

社
会
を
良
く
し
民
衆
の
幸
福
の

た
め
に
役
立
つ
学
問
の
追
究
の

場
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

「
世
の
中
を
変
え
た
い
」、「
人
々

を
救
い
た
い
」
と
願
う
大
師
は

次
第
に
限
界
を
感
じ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
都
に
あ
っ

た
寺
院
は
貴
族
の
よ
う
な
豊
か

さ
を
誇
り
、
僧
侶
た
ち
は
戒
律

を
破
り
堕
落
し
た
生
活
を
送
っ

て
い
ま
し
た
。
大
師
は
こ
の
よ

う
な
都
の
腐
敗
し
た
姿
に
嫌
気

が
さ
し
、
山
林
修
行
に
入
っ
て

い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
泉
の

国
槇
尾
山
寺
の
勤
操
大
徳
の
も

と
で
出
家
し
本
格
的
に
仏
教
を

志
す
中
、
既
に
高
野
（
た
か
の
）

と
よ
ば
れ
る
地
に
足
を
踏
み
入

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
と
き
、
大
師
と
山
中

で
出
会
い
、
高
野
の
地
に
案
内

し
た
人
物
が
高
野
明
神
と
し
て

伽
藍
御
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
狩

人
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　〈
伽
藍
中
門
再
建
と
四
天
奉
安
〉

千
二
百
年
前
、
密
教
の
道
場

建
設
に
あ
た
っ
て
弘
法
大
師
空

海
が
思
い
描
い
た
構
想
の
中
に

中
門
は
す
で
に
存
在
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
伽
藍
諸
堂
の
中
で

も
重
要
な
建
造
物
で
あ
っ
た
中

門
が
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）

に
焼
失
し
て
以
来
、
一
七
二
年

ぶ
り
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
あ
わ
せ
、
前
期
中
門
に
安

置
さ
れ
て
い
た
持
国
天
と
毘
沙

門
天
（
多
聞
天
）
の
二
天
に
加

え
て
、
こ
の
度
、
増
長
天
と
広

目
天
が
新
造
、
安
置
さ
れ
ま
し中　門増長天

高
野
山
開
創
千
二
百
年
記
念
大
法
会
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
、
高
野
山
は
弘
法
大
師
空
海
の
手
で
密
教
の

道
場
が
開
か
れ
て
か
ら
千
二
百
年
目
を
迎
え
ま
す
。
高
野
山
の

こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
金
剛
峯
寺
で
は
四
月
二
日
か
ら
五
月

二
十
一
日
ま
で
の
五
十
日
の
間
、
弘
法
大
師
空
海
の
御
遺
徳
へ

の
感
謝
を
込
め
て
絢
爛
壮
麗
な
大
法
会
を
執
り
行
い
ま
す
。

「
高
野
山
開
創
千
二
百
年
」
と
は
？
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た
。
大
法
会
、
初
日
四
月
二
日

に
は
大
相
撲
三
横
綱
の
奉
納
土

俵
入
り
が
行
わ
れ
、
落
慶
の
大

曼
荼
羅
供
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

〈
高
野
山
結
縁
行
脚
〉

「
高
野
山
結
縁
行
脚
」
と
し
て

昨
年
か
ら
日
本
全
国
を
回
っ
て

い
た
高
野
山
開
創
の
シ
ン
ボ
ル

に
も
な
っ
て
い
る
「
飛
行
三
鈷

杵
（
複
製
）」、こ
れ
を
か
た
ど
っ

た
木
製
レ
プ
リ
カ「
撫
で
三
鈷
」、

奥
之
院
に
今
も
点
り
続
け
る「
消

え
ず
の
灯
火
」
か
ら
採
火
さ
れ

た
「
不
滅
の
聖
燈
」
が
い
よ
い

よ
一
年
に
及
ぶ
行
程
を
経
て
高

野
山
に
戻
り
ま
す
。
そ
の
最
終

盤
、
か
つ
て
大
師
が
歩
い
た
と

さ
れ
る
吉
野
山
金
峯
山
寺
か
ら

高
野
山
ま
で
の
道
の
り
を
青
年

僧
の
一
行
が
徒
歩
で
踏
破
し
ま

す
。

 〈
催　
　

事
〉

大
法
会
に
際
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
催
事
も
企
画
さ
れ
て
い
ま

す
。主

な
会
場
に
な
っ
て
い
る
壇

上
伽
藍
の
金
堂
の
御
本
尊
、
薬

師
如
来
像
と
金
剛
峯
寺
持
仏
の

御
本
尊
、
弘
法
大
師
像
が
平
成

二
十
七
年
四
月
二
日
～
五
月

二
十
一
日
の
日
程
で
開
帳
さ
れ

ま
す
。

昭
和
元
年
、
旧
金
堂
が
火
災

に
見
舞
わ
れ
全
焼
し
ま
す
。
そ

の
際
、
本
尊
の
薬
師
如
来
（
阿

閦
如
来
）
を
含
む
七
体
の
仏
像

も
焼
失
し
ま
し
た
。
現
在
の
本

尊
、
薬
師
如
来
（
尊
像
：
阿
閦

如
来
）
像
は
昭
和
九
年
の
弘
法

大
師
千
百
年
御
遠
忌
に
あ
わ
せ

た
金
堂
の
再
建
と
と
も
に
当
時

の
大
仏
師
高
村
光
雲
師
の
手
に

よ
り
新
造
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
、

八
十
年
あ
ま
り
厨
子
内
に
安
置

さ
れ
、
秘
仏
と
な
っ
て
い
ま
す
。

金
剛
峯
寺
持
仏
に
安
置
さ
れ

る
本
尊
、
弘
法
大
師
像
は
平
成

十
一
年
に
行
わ
れ
た
平
成
の
大

修
理
落
慶
大
法
会
の
際
に
開
帳

さ
れ
て
以
来
、
十
六
年
ぶ
り
の

開
帳
と
な
り
ま
す
。
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
年
）、
検
校
文
啓
の

指
示
で
大
師
尊
像
を
彫
刻
、
持

仏
に
安
置
し
ま
し
た
。
持
仏
に

は
本
尊
等
の
仏
像
の
他
に
金
剛

峯
寺
の
住
職
で
あ
る
歴
代
座
主

の
位
牌
が
安
置
さ
れ
、
欠
か
さ

ず
日
々
の
勤
行
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

 　

 御
開
帳
以
外
に
も
、
霊
宝
館

で
高
野
山
が
誇
る
宝
物
を
公
開

す
る
大
法
会
期
間
限
定
の
特
別

展
が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
南

こ
う
せ
つ
氏
の
コ
ン
サ
ー
ト
や

壇
上
伽
藍
を
舞
台
と
し
た
３
Ｄ

プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン

グ
も
開
催
さ
れ
、
千
二
百
年
の

記
念
の
年
を
彩
り
ま
す
。

地
域
の
皆
様
に
も
是
非
、
こ

の
機
会
に
法
会
や
催
事
に
参
加

し
て
頂
い
て
、
高
野
山
の
類
い

希
な
歴
史
や
文
化
に
改
め
て
触

れ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

結縁行脚

金堂内陣3Dプロジェクションマッピング

催　　　事 日　　　程

霊宝館『高野山三大秘宝と快慶作孔雀明王像』展 4月 2日（木）～5月21日（木）
霊宝館『高野山の御神宝』展　　　　　　　前期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後期

3月21日（土）～5月21日（木）
5月30日（土）～7月 5日（日）

重要文化財徳川家霊台の公開 5月 9日（土）～17日（日）
3Dプロジェクションマッピング

『高野山1200年の光－南無大師遍照金剛－』
5月12日（火）～17日（日）

【時間】19：20～／20：10～

※ 

詳
細
は
金
剛
峯
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

〈 
総
本
山
金
剛
峯
寺
開
創
法
会

事
務
局
〉

＜期間中に行われる主な催事＞
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　高野山森林公園内のアジサイ園をみんなの手で美しくしませんか。

高野町緑化推進協議会では高野山森林公園内のアジサイ園にアジサイ 100 本程度の植栽体験を行います。

　下記のとおり参加者を募集しますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

1．開 催 日：平成27年4月29日（水）10時00分から12時00分まで　※荒天中止

2．集合場所：高野町森林公園内アジサイ園　10時00分集合

3．内　　容：山アジサイの植栽

4．募集人数：50 名（定員になり次第、募集の受付を終了します。）

　　　　　　　　参加費は無料です。（※交通費は参加者ご負担となります。）

　　　　　　　　申込は平成27年4月28日までの受付となります。

参加申込 ･ 問い合わせ：高野町緑化推進協議会　☎0736－56－3443／FAX 0736－56－3399

　子どもたちに山の大切さや
森林の役割を伝えるため、高野山こども園で「キノピー教室」（紙芝居教室）を開催しま
した。　
　子どもたちは紙芝居をとおし、森林のはたらきと役割などを学び、キノピーと触れ合
いました。森林は植物や動物を育み、身近にある空気や水をきれいにし、台風や大雨な
どの厳しい気候を緩和するなど、私たちの気が付かないところで安全で快適な暮らしを
与えてくれていることを学んでもらいました。

【問い合わせ】　まち未来課　産業振興係　☎0736－56－3443

講習日及び講習場所

アライグマ安全防除講習会開催のお知らせ

高野町緑化推進協議会から参加者募集のお知らせ

アライグマの被害で困っていませんか。アライグマは、本来の生息地以外の生物として在来生物の生態
系や農林水産業、人の生命等に被害を及ぼすことが懸念され、法律により飼養、輸入、譲渡、放獣が禁止
されています。アライグマは狩猟免許を持っていなくても「アライグマ安全防除講習」を受講すると捕獲
することができます。
※免許、受講証を有しない方が捕獲を行うと1年以下の懲役、又は、百万円以下の罰金が科せられます。
　受講された方には、アライグマ安全防除講習受講証を交付します。但し、高野町民に限ります。

　　平成27年3月17日（火）午後1時00分から　高野町役場2階会議室
　　平成27年3月18日（水）午後1時00分から　高野町役場富貴支所
　内　容　　１．捕獲に関する知識
　　　　　　２．わなの設置方法、捕獲物の処理方法
　受講料　　無料　受講の際は、筆記用具、印鑑を持参のこと。
　申込締切日　平成27年3月16日（月）まで

　【申込先・問い合わせ】　まち未来課　産業振興係　☎0736－56－3443／FAX 0736－56－3399



(5) 第８号 平成27年2月27日高　　KOYA　　野

お寺の街並み、お坊さんの行列、山あいを縫うように走る道…高野山に住む皆さんにとっては当たり前
にある日常の風景も、参拝や観光で来られる人にとっては「非日常」に感じられるものです。

高野山の写真や空撮映像を見ながら、日本の手仕事をよく知る旅のプロと、世界各国のネットワークを
持つ映像のプロをゲストにお招きし、「高野山の日常」の風景を取り上げ、ともに語り合い、高野町の未
来のために私たちが大切にしなければいけないことは何なのか？を町民の皆さまと考えるイベントです。

町民の皆様の一人でも多くのご参加をお待ちしております。

■日時：平成27年3月18日（水）18：30 ～
■場所：高野町中央公民館 2 階
■参加費無料・申込不要
■ゲスト：久野恵一氏（手仕事フォーラム代表）、水野雅弘氏（Green TV Japan 代表）

【問い合わせ】まち未来課　地域振興係　☎0736－56－3443

はかりを取引又は証明に使用されている方は、2 年に 1 度定期検査を受検することが計量法により義務
付けられています。

計量法に基づく定期検査が下記日程で実施されますので受検してください。
前回の定期検査を受検された方につきましては、県より受検通知書（はがき）が送付されますので、そ

れにしたがってこの検査を受けてください。
なお、前回の定期検査（平成 25 年 4 月実施）以降に、はかりを使用して品物を販売するお店を始めら

れた方は、3 月 20 日までに高野町役場まち未来課へご連絡ください。
また、現在はかりを使用しての取引や証明をしていない方やはかりに付されている「検定年月」から起

算して 3 年間の内、初回の検査の方は、定期検査が免除されますので同じくご連絡ください。

【問い合わせ】まち未来課　地域振興係　☎0736－56－3443

鳥獣害防護柵の設置を支援します

〈平成27年度 特定計量器（はかり）定期検査の受検について〉

■対　　象／�高野町内に所有する田や畑が、現在イノシシ･ニホンジカ･アライグマ等による被害を受け
ている、または、被害を受ける恐れがある農地に防護柵を設置する予定の方

■支援内容／鳥獣の侵入防止を目的に防護柵を設置する場合の資材費（設置工事費、受電装置は対象外）
■補�助�率／補助金の対象となる経費（防護柵設置資材費）の2／3以内
■対象要件／
・防護柵設置距離1mあたり900円を単価の上限とします。
・防護柵は対象農地を囲むように設置すること。
・設置する防護柵は5年以上の使用に耐用できること。
・�5年以内に当該補助金を受けた農地は対象外です。ただし、対象とする鳥獣の種類等が異なる整備
は対象とします。（部分的な再整備は対象外）
・事前に購入したものは助成対象となりません。

【問い合わせ】まち未来課　産業振興係　☎0736－56－3443／FAX.0736－56－3399

「高野山の日常」をいろんな視点で見てみよう！高野の手仕事
トークイベント

※受付期間／
　平成27年4月3日（金）まで

実施年月日 実施場所 実施時間

平成27年4月24日（金）
高野町役場富貴支所 11：00〜 11：30

高野町民体育館 13：30〜 15：30
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林
野
火
災
は
、
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先
に
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中
し
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し
て
い
ま
す
。

春
先
に
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野
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枯
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が
地
上
に
積
も
り
、
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て
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う
え
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降
雨
量
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気
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季
節
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く
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林
野
火
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が
発
生
し
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す
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気
象
条
件
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、
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に
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
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入
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採

り
な
ど
に
よ
り
入
山
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が
増
え
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こ
と
に
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ま

す
。林

野
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

次
の
よ
う
な
点
に
注
意
す
る
よ
う

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

【
林
野
火
災
防
止
の
た
め
の注意

点
】

・ 

枯
れ
草
等
の
あ
る
火
災
が
起
こ

り
や
す
い
場
所
で
は
、
た
き
火

を
し
な
い
。

・ 

喫
煙
は
、
指
定
さ
れ
た
場
所
で

行
い
、
吸
い
が
ら
は
必
ず
消
す

と
と
も
に
、
投
げ
捨
て
な
い
。

・ 

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
火
を
使
用

す
る
場
合
に
は
、
指
定
さ
れ
た

場
所
で
行
い
、
そ
こ
を
離
れ
る

時
に
は
、
完
全
に
火
を
消
す
。

・ 

火
気
を
使
用
す
る
場
合
は
、
周

囲
の
可
燃
物
の
状
況
に
十
分
注

意
す
る
と
と
も
に
消
火
用
の
水

等
を
必
ず
用
意
す
る
。

・ 

強
風
注
意
報
や
乾
燥
注
意
報
な

ど
が
発
表
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

火
気
の
使
用
は
差
し
控
え
る
。

平
成
27
年
全
国
山
火
事
予
防
運
動

統
一
標
語

『
伝
え
よ
う  
森
の
大
事
さ

火
の
怖
さ
』

【
問
い
合
わ
せ
】

  

高
野
町
消
防
本
部　

☎
０
７
３
６
︱
５
６
︱
３
８
２
０

実施期間　平成27年３月１日（日）から３月７日（土）までの 7 日間

防火標語　「もういいかい  火を消すまでは  まあだだよ」

　火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、全国で火災予防
運動が実施されます。
　火災予防運動は、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の
発生及び火災による被害を防ぐことを目的として実施されます。
　高野町消防本部でも、火災予防運動期間中に、次のような行事を予定しています。

○園児旗パレード
　日　時　平成27 年３月４日（水）　午前 10 時 00 分から午前 11 時 00 分まで
　場　所　持明院前駐車場から本山前駐車場までの区間

　街頭防火啓発では、消防職員、消防団員が火災予防を呼びかけ、
チラシやポケットティッシュを配布予定です。
　旗パレードでは、高野山こども園園児が「防火法被」を着用し、
旗振り行進を行います。
　（雨天の場合、3 月 5 日に順延）

※サイレン吹鳴のお知らせ
平成 27 年 3 月 1 日午前 9 時より火災予防啓発の為、サイレンを吹鳴しますが、火災とお間
違えの無い様お願い致します。

【問い合わせ】　高野町消防本部　☎0736－56－3820

春季全国火災予防運動の実施について
平成27年

林
野
火
災
を
防
ご
う
！
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４月からの診療日程と担当医のお知らせ
　いつも高野山総合診療所をご利用いただきありがとうございます。
　4月1日から診療日程を次のとおり変更しますのでお知らせします。

■休日・夜間の対応
　急病等で休日に受診される場合は、受診前に必ず電話でお問い合わせ下さい。
　また、夜間は医師が不在の場合がありますので、受診前に必ず電話でお問い合わせ下さい。
■「高野山開創1200年記念大法会」期間中の対応
　�平成27年4月1日〜5月20日の50日間は24時間急患対応しますが、受診前に必ず電話でお問い合わせ下
さい。

【問い合わせ】高野山総合診療所　☎0736－56－2911

曜日

総合診療科（内科・外科）

眼科・整形外科 検査等1診（予約診療）
午前9：00〜11：30
午後1：00〜 4：00

2診（初診・急患）
午前9：00〜11：30
午後1：00〜 4：00

月 廣�内 蒸�野
火 廣�内 蒸�野
水 廣�内 岡�田

木 廣�内 蒸�野 眼科 午後2:00〜 3:00
金�先生・廣瀬先生（橋本市民病院）

金 蒸�野 今�井 整形 午後2:00〜 4:00
大寶先生・木岡先生（橋本市民病院）

検査・カメラ・
訪問診療：廣内

■診療日程と担当医（4 月 1 日以降）

平成27年度　自衛官等の募集

◆願書請求・問い合わせ　自衛隊橋本地域事務所　☎0736－32－0744（橋本市市脇1丁目3番2 KK6ビル3階）

募�集�項�目 受験資格 受付期間 試�験�日

一般幹部候補生

一般・技術 22歳以上 26歳未満の者 (20
歳未満の者は大卒見込み含む ) 平成27年

3月1日〜
5月1日

1次試験：平成27年5月16・17日
（17日は飛行要員のみ）
2次試験：6月16〜19日
※海・空飛行要員のみ3次試験有り�歯科・薬剤

専門の大卒 ( 見込み含む )20
歳以上 30歳未満の者 ( 薬剤は
20歳以上28歳未満の者 )

予備自衛官補

一　般 18歳以上34歳未満の者
平成27年
3月24日まで

平成27年4月10日から14日
※いずれか1日を指定されます。技　能

18歳以上で国家免許資格等を
有する者 ( 資格により 53歳未
満〜55歳未満の者 )

日　時　　平成27年5月31日（日）　18：00開演（17：30開場）
会　場　　松下講堂　黎明館
　　　　　一般の方で出場を希望される方は、下記までお申込み下さい。

【申込み・問い合わせ】中西　☎080－3134－2609

4 回目を迎え

クラブ歌の輪からのお知らせ

を開催します！（歌、演奏、ダンス、手品など）

高野山開創1200年記念 春の発表会

高野町立高野山総合診療所
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高野町成人式が高野町中央公民館に
於いて開催され、新成人たちが大人と
しての自覚を胸に新たな一歩を踏み出しました。

今年の新成人は平成 6 年 4 月 2 日から平成 7 年 4 月 1 日に
生まれた町内在住者及び、町内出身者 32 人が対象で 19 人が
出席しました。

振り袖やスーツ等に身を包み、久しぶりに会う友人達と写真
を撮ったり、話に花を咲かせたりと、再会を喜びました。

消防職員・消防団員が士気高揚を図り、防災への決意を
新たに高野町消防出初式が挙行されました。

1/10

二十歳の誓い！　
高野町成人式

消防出初式が挙行されました1/11
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第 7 回九度山世界遺産マラソンが開催され、高野町ジュニア
駅伝クラブの 12 名（小学 3 年～中学 3 年）が参加し全員が完
走しました。

そのうち 2 名が入賞、惜しくも入賞を逃した他の選手も見事
な健闘ぶりを見せてくれました。

中学生 女子の部　1 位 高野山中 3 年 伊藤 美空
小学生 5･6 年 女子の部　6 位 高野山小 5 年 佐々木 花歩

昭和 24 年 1 月 26 日、世界最古の木造建築
物である法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損し
たことが契機となり、文化財防火デーが制定さ
れました。以来、毎年この日を中心に、各都道
府県教育委員会、各消防署、文化財所有者等の
協力を得て、文化庁と消防庁が連携・協力して
全国各地で防火訓練などの文化財防火運動を展
開しています。

高野町でも第 61 回文化財防火デーの行事と
して、伽藍境内国宝不動堂
からの火災を想定し、消防
署・消防団・金剛峯寺自衛
消防隊が合同で放水訓練を
実施しました。

第 7 回九度山世界遺産マラソン
高野町ジュニア駅伝クラブ力走！！

第 61 回文化財防火デーに伴う
消防総合訓練を実施しました！！

1/18

1/26
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去る2月6日、高野町中央公民館に於いて、平成27年高野町連合町内会長会議が開催されました。
前町内会長の皆様方におかれましては、町行政に多大なるご理解ご協力を賜りましたことを、この場をお借りし
て御礼申し上げます。また、前連合町内会長としてご尽力いただきました大西正人氏（明遍通り）に、町から感謝
状と記念品が贈られました。
この会議において、次のとおり平成27年の役員が選任されました。新町内会長の皆様方には今年一年、町行政
とのパイプ役として何かとご協力をいただきたく存じますので、よろしくお願い申し上げます。

■平成27年高野町連合町内会役員
・会　　　長　　大森照龍（文化通り）
・副　会　長　　倉本隆男（愛宕谷）後藤慈延（谷ヶ峰）井手上治己（東細川）中尾秀次（成金）
・理　　　事　　前西一雄（明遍通り）西本憲茂（西小田原）松田邦男（五の室）

上田靜可（花坂）保井久明（相ノ浦）
松村優貴（上手）今城富男（下稲葉）

・会　　　計　　久保セツ子（大門東部）
・監　　　事　　村上剛賢（弁天通り）中谷至告（大滝）
・奉讃会監事　　大西正人（前年連合町内会長）　　　　　　　※敬称略

【問い合わせ】総務課　☎0736－56－3000

ほっとする私の街のこころの診療所

『精神疾患にかかっても、気軽に相談できる』そんな地域を目指して講演会を開催します。
（手話通訳あります）
日　時　平成27年3月7日（土）��14：00〜 16：00（開場13：30〜）
場　所　医療法人郷の会こころの郷クリニック（橋本市高野口町名古曽918-1）
講　師　カウンセリングルーム�Office－K�代表　木下　忠恭（きのした��ただやす）臨床心理士
定　員　先着100名（申込制・参加費無料）
　　　　参加を希望される方は直接お電話をいただくか、ハガキ・FAXに
　　　　『氏名』、『参加人数』、『連絡先』を記載して下記までお申込み下さい。

【申込み・問い合わせ】橋本市高野口町名古曽927　橋本保健所  保険福祉課
☎0736－42－5440　FAX.0736－42－0886

パートⅧ

思春期のメンタルヘルス  ～臨床心理士が精神科受診をすすめるとき～

伊都地方休日急患診療所　診療時間等の変更について
伊都地方休日急患診療所では、休日における初期救急患者への応急的な診療を行っております。
平成27年4月より日曜日・祝日等における診療時間が次のとおり変更となります。また、新たに受付時間
を設けますのでよろしくお願い致します。

【問い合わせ】
　橋本周辺広域市町村圏組合

☎0736－32 －7121
　伊都地方休日急患診療所

☎0736－33－1903※土曜日が祝日にあたる場合は、9：00〜12：00・13：00〜17：00となります。

診療日・時間 診療科目
【土曜日】※

・診療時間　�18：00〜 21：00 内科系

【日曜日・祝日等】
・受付時間　　9：00〜 11：30�　�13：00〜 16：30
・診療時間　　9：00〜 12：00�　�13：00〜 17：00

内科系
・
外科系

高野町連合町内会長会議が開催されました
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発達障害児・者  巡回相談のご案内

「2015ぐんま冬国体」出場！

　和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」では、発達障害の理解・子育て・問題行動など、乳幼児期から
成人期までの様々な相談に応じております。
○対　　象　　発達障害者ご本人やご家族、支援者等
○日　　時　　平成27年4月〜平成28年3月まで

第3木曜、1時間以内（午前11時〜午後4時の間で申込者と調整）
　　　　　　　　　　※但し、平成27年4月・8月・12月は第2木曜
○申　　込　　相談希望日の2週間前までに所定の様式で申し込んで下さい
○場　　所　　橋本保健所
○問 合 せ　　ポラリス　電話：073－413－3200���FAX：073－413－3020

E-mail：polaris@jtw.zaq.ne.jp
○そ の 他　　電話・メール・来所相談も行っています
　　　　　　　（住�所：和歌山市今福3丁目5番41号　愛徳医療福祉センター内）
　　　　　　　　　＊�尚、予約後当日キャンセルされる場合はポラリス携帯（090－1912－4810）までご連絡

下さいますようお願いします。

大会を前にこの競技に賭ける思いを目黒敦子さんが 4 人を代表してメッセージを届けて
くれました。

来月号で、選手の皆さんの活躍をご報告します。

高野山スキークラブ所属、目黒照典さん、目黒敦子さん、西山玄一さん
西山曜己さんの 4 名がスキー競技の部（ジャイアントスラローム【2/20 ～
2/23】）和歌山県代表選手として出場。

平成27年度

2015 年「紀の国わかやま国体」が開催される本年、和歌山県代表として尾瀬岩鞍スキー場で開催される「2015 ぐんま
冬国体」に参加させて頂くことができたことを嬉しく思います。
昨年、高校を卒業し大学に進学するのを機にまた和歌山県の選手として国体に参加しました。2位で予選を通過し国
体に挑みましたが、結果は満足できるものでは無く今年に賭ける思いが強くなる大会となりました。
今回は、予選を 1位で通過し比較的早いスタートでレースを行うことができます。私は完走することではなく、昨年
以上の満足できる結果を残し、山形で味わった悔しい思いを群馬の地で晴らしたいと思います。
ウインタースポーツ界では、ソチオリンピック金メダリストの羽生結弦選手が新成人となり、スケート界で活躍して
います。私も高野山で成人式を迎え、大人の仲間入りを果たしました。同級生として負けないように和歌山県代表とし
て誇りを持ち、「ぐんま冬国体」で活躍することを目標に敦子旋風を起こしてきます。
応援よろしくお願いします。

◆人口 3,371 人 ( 前月比 ー4）男 1,639 人／女 1,732 人◆世帯 1751 戸（前月比　0）
◆出生　1 人　　◆死亡　8 人　　◆転入　13 人　　◆転出　10 人

高野町の人口
（1月末日現在）

メール設定で指定受信等の設定をしている場合は、
『info@koya.info』からのメールを受信するよう設定して下さい。

※知らせてネットこうやの登録方法で、お困りの方は下記までご連絡下さい。

http://i.koya.info/

バーコードの読み取り機能
のある機種はこのコードを
読み取ってアクセス 【問い合わせ】企画財政課 企画係 ☎56－2932

　携帯電話やスマートフォンで下記の申し込みページにアクセスしていただき、申し込みボタンを押すとメール作成画
面になります。メールの本文にあなたのお名前を入力して送信してください。しばらくすると、申し込み本人を確認す
るためのメールがとどきますので、そこに表示されているアドレスにアクセスし、提供を希望する情報のカテゴリーを
選んで登録して下さい。選んだカテゴリーの情報があればメールが送られてきます。

知らせてネットこうやをご利用下さい
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日　時　　月曜日～金曜日  （祝日・年末年始・警報発令時はお休みします）
　　　　　9時～14時　　※申し込みは不要です　※時間内の出入りは自由です
場　所　　子育て支援センター（高野町保健福祉センター内）
持ち物　　水筒、タオル
お願い　　子育て支援センター内での事故やケガにつきましては保護者の方の責任でお願いします。

3 月 の
予 定

子育て支援センターだより

【問い合わせ】子育て支援センター　☎0736－56－3938

11日（水）

絵本を楽しもう！
10：00～11：00

20日（金）

リズム体操！
10：30～11：30

26日（木）

お楽しみ会！
10：00～11：00

30日（月）

誕生日会！
10：00～11：00

地域包括支援センターよりお知らせ

【問い合わせ】高野町地域包括支援センター　☎0736－56－2933（担当　田中・日吉田）
＊場所は高野山総合診療所の左隣です。

○介護・福祉に関する相談日を
　毎月第2金曜日に設けています。

3月の相談日は13日です。
誰に相談すればいいか分からない問題や、ちょっと
した疑問などなんでもかまいません。ご相談のある
方は、直接地域包括支援センターにお越しいただく
か、もしくは電話にておたずねください。

○地域包括支援センターでは、毎月以下の
　地区で介護予防教室を開いています。
　　　高野山　「たんぽぽ会」
　　　花坂・細川・神谷　「みんなの会」
　　　筒香　「なごみ会」
　　�　参加していただける方を募集していますので、
　　興味のある方はお問い合わせください。

特別児童扶養手当とは、中程度以上の障害をお持ち
のお子様を監護する親、もしくは親に代わり養育する
方に対して、児童福祉の増進を目的に、一定額の手当
を支給する制度です。

対象者は、20 歳未満で身体や知的または精神に中
度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、
または父母に代って児童を養育している場合に支給さ
れます。

ただし、所得制限があります。

※次の場合は手当が支給されません。
　① 手当を受けようとする方や対象となる児童が日

本国内に住んでいないとき。
　② 児童が障害を事由とする公的年金〔障害年金な

ど〕を受けることができるとき。
　③ 児童が児童福祉施設など（通園施設や保育所は

除く）に入所しているとき。
   ※ 中程度以上の障害とは、政令で定める程度の障

害をいいます。
　　　詳しくは、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】 健康推進課 福祉係 ☎ 0736-56-2933

特別児童扶養手当制度について
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趣旨　　
　児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与する
とともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資
する制度です。
対象となる児童
　満 15 歳到達後の 3 月 31 日までの間にある児童
手当の額
＜所得限度額未満＞

・0 歳～ 3 歳未満　（一律）　 15,000 円
・3 歳～小学校修了前（第 1 子・第 2 子） 10,000 円
・3 歳～小学校修了前（第 3 子以降）        15,000 円
・中学生　　　　　 （一律）  10,000 円

＜所得限度額以上＞
・年齢に関係なく一律　　　　　 5,000 円
※第 3 子の数え方に関する補足
　 養育する児童（18 歳に達する日以後の最初の 3

月 31 日までの間にある児童）のうち、年長者か
ら第 1 子、第 2 子…と数えます。

（1）認定請求
・ 出生などにより、新たに児童を養育することになっ

た場合
・町外から転入された場合

※ 支給対象となった日から 15 日以内に申請する
必要があります。さかのぼっての支給はされま
せんので早めに手続きをしてください。

※請求者とは、保護者のうち生計の中心者の方です。
（Ａ）請求方法
・請求は役場健康推進課の窓口にて受付けます。
（Ｂ）請求に必要なもの

＜全員必須＞
　（1）請求者の印鑑（認印可）
　（2） 請求者の健康保険証の写し（国民年金加入の方、

年金未加入の方は不要です）
　※以下の保険証に限ります
　　・健康保険被保険者証

　　・船員保険被保険者証
　　・私立学校教職員共済加入証
　　・日本郵政共済組合員証、
　　・全国土木建築国民健康保険組合員証
　　・文部科学省共済組合員証（大学等支部に限る。）
　　・ 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は

地方独立行政法人であることが明らかなものの
保険証
これら以外の保険証の場合は、「年金加入証明書」
が必要となります。

　（3） 手当振込み先の銀行口座の通帳コピー（請求者
本人名義に限る）

＜場合に応じて必要なもの＞
（ア）児童が請求者と別居している場合
　（4）別居している児童の住民票
　（5）別居監護申立書（窓口にて用紙をお渡しします。）
　※ 別居する 18 歳の 3 月 31 日を迎える前の児童全員

分について必要です。
（イ） 対象児童があなた（請求者）のお子さん（実子ま

たは養子）ではない場合
　（6） 監護・生計維持申立書（窓口にて用紙をお渡し

します。）
（ウ）市外から転入してきた場合
　（7） 転入元の住所地の市町村発行の課税証明書又は

所得証明書（児童手当用）
　※ 所得証明の場合は、扶養人数のわかる証明を発行

してもらってください。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします。
○ 児童手当を受給された方には、この趣旨に従って、

児童手当を用いなければならない責務が法律上定め
られています。児童の健やかな育ちのために、児童
の将来を考え、有効に用いていただきますようお願
いします。

【問い合わせ】健康推進課 福祉係 ☎ 0736-56-2933

児童扶養手当とは、父母の離婚などで父又は母と生
計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひと
り親家庭）の生活の安定と自立の促進に寄与し、子ど
もの福祉増進を図ることを目的として手当が支給され
る制度です。

対象者は、次の 1 から 7 までのいずれかに該当する
児童（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの
間にある児童または 20 歳未満で一定の障害にある子）
を養育する場合に支給されます。ただし、所得制限が
あります。

児童手当制度について

児童扶養手当制度について

1 離　　　　　婚 父母が婚姻を解消した児童
2 死　　　　　亡 父又は母が死亡した児童
3 障　　　　　害 父又は母が一定の障害にある児童
4 生　死　不　明 父又は母の生死が明らかでない児童

5 遺　棄（い�き） 父又は母が引き続き1年以上遺棄してい
る児童

6 拘　　　　　禁 父又は母が引き続き1年以上拘禁されて
いる児童

7 そ　　の　　他 母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄
児など

日　時　　月曜日～金曜日  （祝日・年末年始・警報発令時はお休みします）
　　　　　9時～14時　　※申し込みは不要です　※時間内の出入りは自由です
場　所　　子育て支援センター（高野町保健福祉センター内）
持ち物　　水筒、タオル
お願い　　子育て支援センター内での事故やケガにつきましては保護者の方の責任でお願いします。

3 月 の
予 定

子育て支援センターだより

【問い合わせ】子育て支援センター　☎0736－56－3938

11日（水）

絵本を楽しもう！
10：00～11：00

20日（金）

リズム体操！
10：30～11：30

26日（木）

お楽しみ会！
10：00～11：00

30日（月）

誕生日会！
10：00～11：00
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　小・中学生の医療費を助成する「就学児医療費助成制度」は毎年3月が更新月です。
　3月上旬に該当する方に申請書を郵送しますので提出期限までに手続きをお済ませ下さい。

必要な書類
　　1．資格申請書（3月上旬発送予定）
　　2．受給者証（新1年生になるお子さんは乳幼児医療受給者証）
　　3．印鑑
　　4．健康保健証（お子さんの分）
　　5．扶養義務者の振込み預金口座の通帳（新たに対象になる方及び口座を変更したい方）
　　　　※�1〜4は必ずご持参ください。5については該当される方のみ1〜4に併せてご持参下さ

い。
提出期限　平成27年3月20日（金曜日）
提 出 先　高野町役場健康推進課　または　富貴支所

【問い合わせ】　健康推進課　福祉係　☎0736－56－２９３２

3月は就学児医療証の更新月。新たに対象となる方は申請を

図書は一人5冊まで貸し出しできます。2週間以内に返却して下さい。
図書室利用カードも好評発行中です。

【問い合わせ】高野町中央公民館　図書室　担当　橋本　☎0736－56－2076

図書またはDVDの購入リクエストを受付中です。図書室に入れてほしい本またはDVDが
ありましたらご遠慮なくお声をかけて下さい。また図書室にあるDVDの閲覧を希望する
場合はいつでも司書にお申し付け下さい。

3月14日： 14：00より、図書室でボランティアによるよみきかせがあります。
3月28日：14：00より、図書室で司書によるよみきかせがあります。

お知らせ

イベントの
お知らせ

中央公民館

和歌山県の青少年育成条例により、18歳未満の青少年のインターネット利用
時のフィルタリングが義務化されています。
近頃では利用していても、「子どもを信頼しているから」とフィルタリングを
外す保護者もいるようですが、有害サイトやアプリは、大人が営利目的の為に作ったもので、社会経験の
浅い子どもたちには魅力的に映り、好奇心からアクセスし、のめり込み、深みにはまってしまうというこ
ともあります。
その結果、アプリ内の課金で高額な請求が来たり、個人情報が出回ったりという恐れもあるのでとても
危険です。なので、フィルタリングの利用が必要です。有害情報のすべてを防ぐことは出来ませんが、フィ
ルタリングしていたら防げていたということもありますので、この機会にお子様とよく話し合って、携帯
電話会社等でフィルタリングの設定を行いましょう。�

【問い合わせ】高野町青少年センター　☎0736－56－3050

フィルタリングの義務化について
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3月の健康づくり便り

【問い合わせ】健康推進課　健康づくり係（保健師）　☎0736－56－2933

こどもの健康づくり

予
防
接
種

ワ　ク　チ　ン　名 対　象　児 実施日 会　　場

四種混合、日本脳炎 個別通知します 9日（月） 保健福祉センター
（受付時間　13:00 ～ 14:00）BCG、麻しん・風しん、水痘 個別通知します 17日（火）

※富貴地区の児童は随時、富貴診療所で行います。

健
康
診
査
・
相
談

乳幼児健診の対象児 健康相談の対象児 実施日／会　場

4ヶ月児

6ヶ月児

10ヶ月児

1歳6ヶ月児

3歳6ヶ月児

Ｈ26年11月生れ

Ｈ26年 9月生れ

Ｈ26年 5月生れ

Ｈ25年 7月生れ

Ｈ23年 7月生れ

4ヶ月児

6ヶ月児

10ヶ月児

1歳6ヶ月児

2歳6ヶ月児

3歳6ヶ月児

Ｈ26年12月生れ

Ｈ26年10月生れ

Ｈ26年 6月生れ

Ｈ25年 8月生れ

Ｈ24年 8月生れ

Ｈ23年 8月生れ

24 日（火）保健福祉センター

○健康相談　 10：00 ～ 11：00

○乳幼児健診 13：30 ～ 14：00

 大人の健康づくり

健

康

相

談

会　場　名 実　施　日　時 備　　考

湯川集会所 3日(火）10：00 ～ 10：30

東細川集会所 4日(水) 9：30 ～ 10：00

西細川多目的集会所 4日(水) 10：10 ～ 10：40

細川団地集会所 4日(水) 10：50 ～ 11：10

高野山多目的集会所 4日(水) 13：30 ～ 15：00

大滝集会所 10日(火) 10：00 ～ 10：30

杖ヶ薮龍福寺 10日(火) 13：30 ～ 14：00

神谷多目的集会所 11日(水) 10：00 ～ 10：30 10：30 ～生活リハビリ（500 円）

相ノ浦集会所 12日(木) 10：00 ～ 10：30 理学療法士が同行します。

高根集会所 17日(火) 10：00 ～ 10：30

桜茶屋（横谷様宅） 17日(火) 12：30 ～ 13：00

西郷集会所 17日(火) 13：10 ～ 13：40

下筒香集会所 23日(月) 9：30 ～ 10：00

( 旧 ) 筒香小学校 23日(月) 10：10 ～ 10：50

※保健師による相談と簡単な健康チェック（血圧測定、検尿等）を行います。
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　生活習慣病予防、とりわけ高血圧予防には「塩分を控えめに」と言われて久しく、皆さんもご存知の事と思
います。成人が 1日に摂取してよい食塩は 7gと言われています。さて、加工品（お菓子を含む）にはどれく
らいの食塩が使われているのでしょうか？
　最近は食品の袋に成分表が載せられ「ナトリウム○○㎎」と書かれてあるのを多く見かけます。ナトリウム
と食塩は同じものではないので、計算が必要です。
ナトリウム（㎎）× 2.54 ÷ 1000 ＝食塩（g）

　今回、平素から袋に書かれている成分表を見る習慣を持ち、ご自身がどれだけ食塩を
摂取しているか知っていただきたいと思いました。
　「自分で何を選び、どう食べるか」は、自己の健康管理に欠かせないものだと思って
います。

目安として

ナトリウム（㎎） 食塩（g）
カップラーメン 2000 2000 × 2.54 ÷ 1000 ＝ 5.08 約 5g

スナック菓子小 1袋 520 520 × 2.54 ÷ 1000 ＝ 1.32 1g 強

ナトリウム（㎎） 食塩（g）
200 0.508
400 1.016

【問い合わせ】　健康推進課　保健師　☎0736－56－２９３3

高野町企画財政課／〒 648-0281 高野町大字高野山 636 番地
TEL：0736-56-3000（代表）　FAX：0736-56-4745

発行・編集

厳しい寒さが続きますが、もうすぐそこまで春が来ております。この号を書いているの
は 2 月 4 日立春でございます。来年度の予算査定も終わりまして 3 月 3 日から始まる町議
会に 3 月補正予算・条例・新年度予算について慎重審議いただくことになります。それと
ともに、効率よく業務を進めるため、また来年度に重点を置く課題に対しての機構改革等

も提案いたします。
さて 1 月は新年のご挨拶めぐりで町外に出る日が多く、また企業・団体様等沢山の方が来庁されました。1

月 10 日に成人式が中央公民館で新成人（対象：32 名）19 名出席のもと盛大に開催されました。立派に成長さ
れた新成人に頼もしさを感じ、また育て上げられたご家族の皆様へ感謝の気持ちでいっぱいになりました。『町
長、話長い～』と後で言われたとおり少々長くなりましたが、新成人の皆さんの殆どは幼少のころからの同じ
サークル内の仲間（ビーバー、カブスカウト、ボーイスカウト）。私はしっかり一人一人の目を見て祝福の言
葉をかけ、今あることへの感謝、大人としての自覚、政治への参加、そしてふるさと高野町の素晴らしさ等の
話をさせていただき、聞く新成人は目をキラキラさせ、また食い入る様に聞いて頂きその瞳の奥にはそれぞれ
の将来に対しての期待と覚悟がうかがえました。『新成人がんばれ！』

先月号で地産地消関連でも記述した、給食で町内の子供たちは町内産のお米を食べよう作戦！が順調？に進
んでおります。現時点で約 2 トン確保できそうになってきました。今後は学校給食だけでなく住む人、訪れる
多くの人が高野町産のお米を食べることができれば農業の振興にも繋がることでしょう。また富貴地区におい
てブドウを栽培できないか？ということで、まず 1 反で試験的に土壌の質、気候に合う品種の苗を今春植えつ
けます。どんなブドウ？そう！ワイン用のブドウです。専門家に聞くところでは、標高、土壌、日照時間、水
質等申し分ないそうです。将来、その地に数か所のワイナリーができ、ジビエ料理（猪鹿等の鳥獣）も楽しめ、
高野山に来た観光客等がワインタクシー（試飲しながら移動）で足を延ばし、また 6 次化まで行い販売もでき
れば活気がでるのではと考えております。当然、熟成させるのは天然の冷蔵庫です。地域ブランドの新たな創
造にむけこれからも研究し続けたいと思います。

結びになりますが、まもなく新年度、そして開創法会が始まります。町民の皆様におかれましては体調を崩
されませんようご自愛くださいませ。

３月号のメッセージ 高野町長　平野 嘉也


